
去
る
五
月
二
〇
日(

火)

午

サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
特
徴
は
、
相
手
が
誰
な
の

後
二
時
よ
り
、
本
校
体
育
館

か
分
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
「
匿
名
性
が
高
い
。

に
お
い
て
、
二
年
生
を
対
象

な
り
す
ま
し
が
簡
単
」
。「
時
間
、
場
所
に
制
約

に
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
実
態

が
な
い
」
、
「
不
特
定
多
数
の
者
に
被
害
が
及

と
防
止
策
」
を
テ
ー
マ
に
学

ぶ
」
、
ゲ
ー
ム
感
覚
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
別

習
会
を
行
い
ま
し
た
。

世
界
だ
と
思
っ
て
「
犯
罪
を
行
っ
て
い
る
と
い

講
師
と
し
て
、
沖
縄
県
警

う
感
覚
が
乏
し
い
」
と
の
こ
と
で
す
。

裏
サ
イ
ト
と
言
っ
て
も
、
世
界
中
の
誰
も
が

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
自
分
の
Ｉ
Ｄ
や
パ
ス
ワ

察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安

出
会
系
サ
イ
ト
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
サ

閲
覧
で
き
る
「
公
共
の
場
で
あ
る
」
こ
と
を
理

ー
ド
は
、
自
分
の
責
任
で
し
っ
か
り
と
管
理
す

全
課
特
捜
第
三
係
の
諸
藤
幸

イ
ト
で
の
ト
ラ
ブ
ル
事
例
も
あ
り
ま
し
た
。
暴

解
し
て
い
な
い
こ
と
が
原
因
の
一
つ
で
あ
る
。

る
こ
と
も
大
事
で
す
。

裕
氏
を
招
き
ま
し
た
。

力
団
が
関
わ
っ
た
県
内
中
高
生
十
九
名
検
挙
、

ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
守
れ
ば
、
非
常
に
便
利
な

個
人
と
し
て
注
意
し
た
い
こ
と
は
、

講
話
は
、
「
サ
イ
バ
ー
犯

大
学
院
生
が
暴
行
さ
れ
、
財
布
、
携
帯
電
話
を

ツ
ー
ル
と
し
て
も
活
用
で
き
ま
す
。

①
出
会
い
系
サ
イ
ト
は
利
用
し
な
い
。

罪
と
は
？
」
か
ら
始
ま
り
、

奪
わ
れ
た
例
、
サ
イ
ト
へ
ア
ク
セ
ス
し
た
こ
と

嫌
な
感
じ
の
す
る
メ
ー
ル
が
届
い
た
り
、
掲

②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
知
り
合
っ
た

平
成
十
三
年
度
か
ら
平
成
二

に
よ
り
、
法
外
な
料
金
請
求
さ
れ
る
例
な
ど
で

示
板
に
書
き
込
ま
れ
た
ら
、
周
り
の
人
に
相
談

相
手
と
は
会
わ
な
い
。

十
五
年
に
か
け
て
、
検
挙
件

す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
児
童
買
春
や
殺
人
、

す
る
。
相
手
を
脅
す
よ
う
な
メ
ー
ル
を
送
信
し

③
写
真
の
取
扱
に
は
注
意
す
る
。

数
が
年
々
増
加
し
て
い
る
と

誘
拐
、
強
盗
等
の
被
害
に
巻
き
込
ま
れ
る
恐
れ

な
い
。
公
共
の
場
で
は
、
絶
対
に
相
手
を
誹
謗

④
個
人
情
報
を
不
必
要
に
流
さ
な
い
。

い
う
現
実
、
さ
ら
に
は
県
内

が
あ
る
こ
と
も
話
し
て
い
ま
す
。

中
傷
し
な
い
。

⑤
不
正
ア
プ
リ
の
使
用
に
は
、
危
険
が
伴
う
こ

に
お
い
て
も
平
成
二
十
五
年

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
ケ
ン
カ
も
、
顔
が

ち
ょ
っ
と
し
た
サ
イ
ト
へ
ア
ク
セ
ス
し
た
こ

と
が
あ
る
。（
ウ
ィ
ル
ス
の
仕
込
み
等
）

に
百
十
八
人
が
検
挙
さ
れ
て

見
え
な
い
か
ら
と
言
い
た
い
放
題
気
味
に
な
る

と
に
よ
り
、
変
な
電
話
が
き
た
ら
、
「
す
ぐ
に

⑥
相
手
の
こ
と
を
思
い
や
る
。

お
り
、
被
害
者
に
至
っ
て
は

こ
と
も
あ
り
、
学
校
裏
サ
イ
ト
に
お
い
て
も
、

切
る
」
、
変
な
メ
ー
ル
に
は
「
絶
対
に
返
信
し

な
ど
は
気
を
つ
け
た
い
所
で
す
。

相
当
数
に
な
っ
て
い
る
と
の

人
物
が
特
定
で
き
る
よ
う
な
誹
謗
中
傷
の
内
容

な
い
」
な
ど
、
個
人
情
報
を
流
さ
な
い
こ
と
が

万
が
一
、
お
か
し
い
な
と
思
っ
た
と
き
も
、

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

の
書
き
込
み
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

大
事
で
す
。

一
人
で
悩
ま
ず
、
家
族
や
学
校
の
先
生
、
警
察

サ
イ
バ
ー
犯
罪
を
企
む
者
は
、
巧
妙
な
手
口

へ
相
談
す
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
見
知
ら

で
「
罠
」
を
仕
掛
け
て
き
ま
す
。
ア
ク
セ
ス
し

ぬ
相
手
と
の
や
り
取
り
に
は
、
常
に
危
険
が
伴

た
時
点
で
入
会
手
続
き
が
完
了
し
ま
し
た
の

う
こ
と
を
絶
対
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し

で
、
入
会
金
を
支
払
っ
て
く
だ
さ
い
な
ど
。

て
、
危
険
な
サ
イ
ト
や
不
審
な
サ
イ
ト
に
は
近

社
会
問
題
に
ま
で
な
っ
た
若
者
に
よ
る
ア
ル

づ
か
な
い
こ
と
で
す
。

バ
イ
ト
先
で
、
食
品
の
上
に
寝
そ
べ
る
な
ど
の

最
後
に
、
運
転
中
の
携
帯
電
話
の
使
用
は
、

不
適
切
行
動
な
写
真
を
、
ゲ
ー
ム
感
覚
で
ア
ッ

道
路
交
通
法
違
反
に
な
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
歩

プ
し
て
い
っ
た
事
件
。
店
に
よ
っ
て
は
、
お
客

き
ス
マ
ホ
に
よ
る
事
故
が
増
加
し
て
い
る
現
状

さ
ん
の
ク
レ
ー
ム
や
信
用
問
題
な
ど
で
閉
店
に

な
ど
の
報
告
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
で
追
い
込
ま
れ
た
例
も
あ
り
ま
す
。

暑
い
中
、
二
年
生
も
よ
く
五
十
分
間
、
静
か

不
正
に
他
人
の
Ｉ
Ｄ
や
パ
ス
ワ
ー
ド
を
使
用

に
講
師
の
先
生
の
話
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。
今

し
検
挙
さ
れ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
で
の
例
も

日
の
話
を
是
非
今
後
に
生
か
し
て
頂
き
た
い
と

あ
り
ま
す
。
他
人
の
も
の
を
使
用
し
な
い
こ
と

思
い
ま
す
。

平成26年
5月22日

神原中
不定期05号

サイバー犯罪って!!
～被害者にも加害者にもならないために～

著作権って？
学習会の中では、著作権に関

する違法例にも触れています。
著作権が発生している音楽ファ
イル等を無断でアップすること
は、もちろん検挙の対象である。
また、違法にアップされた著作
権保護対象になっている音楽フ
ァイル等をダウンロードする行
為自体も違法であるとのこと。
著作権とは、知的財産権の一

種で、思想や感情を創作的に表
現した者がその表現の利用を独
占できる権利。日本では著作物
を創作した時点で自然に発生
し、作者の死後50年後まで認め
られる。著作権法では対象とな
る著作物を「思想又は感情を創
作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は音楽の範
囲に属するもの」と規定してお
り、小説や随筆、論文、絵画、
写真、建築、音楽、映画、図形、
立体造形物、コンピュータプロ
グラムなどがこれに該当する。
新聞や雑誌、辞書などは要素の
選択や配列と
いった編集に
創作性が認め
られ、編集著
作物として保
護される。

功労賞受賞!!
去る5月15日(木)本校学校

歯科医の友寄清順先生が、勤
続三十三年の
実績で、那覇
地区学校保健
会より功労賞
を受賞しまし
た。授賞式に
は、校長、養
護教諭が参加しました。

おめでとう!!
去る5月11日(日)に行われ

た第26回うらそえオープン卓
球大会で、以下の生徒が活躍
をしました。
三位(男子初心者)田端龍翔②
三位(男子中級)諸見里安晃③
三位(女子初心者)吉田愛香②
三位(女子初級)諸見里彩①
三位(女子中級)高山朝華①
更なる活躍を!!

神
中
し
ー
ぶ
ん


